
10月からの歯科用貴金属価格について 
 

厚労省は、消費税率 10％への引き上げに伴う材料価格基準
の一部改正を官報告示し、10月 1日から適用されます。 

歯科用貴金属においては、今年 4月の随時改定価格に比べて、
右価格表の通り全て値上がりしました。 
その他、インプラント体や口腔粘膜保護材、硬質レジン歯などの

材料価格においても、厚労省 H.P「令和元年度診療報酬改定
について」のページに掲載されています。 
改定内容は、日技から 10 月号日本歯技に同封してお知らせし

ます。 
 


